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　生まれた日を含めて 14 日以内に市民税務課へ届出をお願いします。出

産場所や里帰り先の市役所などでも届出できますが、お子さんが住民登録

される市役所に届出するとその他の手続きも同時にできて便利です。

１階の市民税務課に出生届を提出後、４階こども課で各種の手続きをお願いします。

　国民年金第1号被保険者の方は、出産予定日または出産日が属する

月の前月から４か月間の国民年金保険料が免除されます。出産予定

日の6か月前から申請可能です。

　市民税務課市民相談係へご連絡ください。

※厚生年金の加入者やその扶養となっている配偶者は対象外です。

　国民健康保険の被保険者で、妊娠 85日以降に出産した方について、産

前産後期間の国民健康保険税を一部免除します。( 単胎妊娠の場合 4 か

月間、多胎妊娠の場合6か月間）出産予定日の6か月前から申請可能です。

市民税務課民税係へご連絡ください。
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児　童　手　当

　お子さんの保険内医療費の自己負担額から一部負担金を除いた額
を助成します。

持ち物

＜一部負担金＞
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